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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関の各シリンダに対して接続される複数の分岐管と、前記分岐管が接続されスロ
ットル装置から空気の導入されるサージタンクとを備える内燃機関用吸気マニホールドに
おいて、
　前記分岐管は、互いに離間して並列に設けられ、該分岐管の間に画成される空間には、
流体の流通する配管が設けられ、前記配管は前記分岐管と並列に配置され、且つ、並列方
向に沿って前記分岐管と重なりあうように配置され、前記空間には前記分岐管同士を接続
する架橋部が設けられ、前記配管は前記架橋部に装着されたホルダによって該架橋部に対
して保持されると共に、前記配管は前記並列方向から見て前記ホルダと前記分岐管の頂部
との間に設けられることを特徴とする内燃機関用吸気マニホールド。
【請求項２】
　請求項１記載の内燃機関用吸気マニホールドにおいて、
　前記分岐管は、前記サージタンク及び内燃機関本体に接続される本体部と、
　前記本体部の側方に開口した開口部に装着されるカバー部材と、
　を備え、
　前記架橋部が、前記カバー部材に設けられることを特徴とする内燃機関用吸気マニホー
ルド。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の内燃機関用吸気マニホールドにおいて、
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　前記ホルダは、弾性を有して前記配管を挟持可能な配管保持部を備えることを特徴とす
る内燃機関用吸気マニホールド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関に対して空気を供給するための複数の分岐管を有した内燃機関用吸
気マニホールドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願人は、車両に搭載される内燃機関に接続され、該内燃機関の各シリンダ室に対し
て空気を供給可能な吸気マニホールドを提案している（特許文献１参照）。この吸気マニ
ホールドは、内燃機関の各シリンダに接続される複数の分岐管と、各分岐管が接続され空
気の供給されるサージタンクとを備え、前記サージタンクに形成された吸気入口管から前
記サージタンク内へと空気が導入された後、各分岐管へ分配されて内燃機関の各シリンダ
室へと供給される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３６４４７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、前記の提案に関連してなされたものであり、複数の分岐管の間の空間を利用
して配管を配置すること可能な内燃機関用吸気マニホールドを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記の目的を達成するために、本発明は、内燃機関の各シリンダに対して接続される複
数の分岐管と、前記分岐管が接続されスロットル装置から空気の導入されるサージタンク
とを備える内燃機関用吸気マニホールドにおいて、
　前記分岐管は、互いに離間して並列に設けられ、該分岐管の間に画成される空間には、
流体の流通する配管が設けられ、前記配管は前記分岐管と並列に配置され、且つ、並列方
向に沿って前記分岐管と重なりあうように配置され、前記空間には前記分岐管同士を接続
する架橋部が設けられ、前記配管は前記架橋部に装着されたホルダによって該架橋部に対
して保持されると共に、前記配管は前記並列方向から見て前記ホルダと前記分岐管の頂部
との間に設けられることを特徴とする。
【０００６】
　本発明によれば、複数の分岐管を有する内燃機関用吸気マニホールドにおいて、互いに
離間して並列に設けられた分岐管の間には、流体の流通する配管が空間に設けられている
。
【０００７】
　従って、隣接する分岐管の間に設けられた空間に配管を設けることで、デッドスペース
となっている前記空間を有効的に活用することができ、それに伴って、内燃機関用吸気マ
ニホールドがエンジンルーム内で占有する体積を低減することが可能となる。
【００１０】
　さらにまた、分岐管は、サージタンク及び内燃機関本体に接続される本体部と、前記本
体部の側方に開口した開口部に装着されるカバー部材と、を備え、前記架橋部を、前記カ
バー部材に設けるとよい。
【００１２】
　また、ホルダには、弾性を有して配管を挟持可能な配管保持部を備えるとよい。
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【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、以下の効果が得られる。
【００１４】
　すなわち、複数の分岐管を有する内燃機関用吸気マニホールドにおいて、互いに離間し
て並列に設けられた分岐管の間には、流体の流通する配管を前記空間に設けることにより
、前記分岐管の間でデッドスペースとなっている空間を有効活用することができ、それに
伴って、内燃機関用吸気マニホールドがエンジンルーム内で占有する体積を低減すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態に係る内燃機関用吸気マニホールドの外観斜視図である。
【図２】図１に示す内燃機関用吸気マニホールドの分岐管カバーの正面図である。
【図３】図２の分岐管カバーに装着されたホルダを示す単体斜視図である。
【図４】図４Ａは、図１のホルダ近傍を示す拡大正面図であり、図４Ｂは、図４Ａのホル
ダ近傍を示す拡大側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明に係る内燃機関用吸気マニホールドについて好適な実施の形態を挙げ、添付の図
面を参照しながら以下詳細に説明する。
【００１７】
　図１において、参照符号１０は、本発明の実施の形態に係る内燃機関用吸気マニホール
ドを示す。
【００１８】
　この内燃機関用吸気マニホールド（以下、吸気マニホールド１０という）は、車両等に
搭載される、例えば、４つのシリンダ室を有する４気筒の内燃機関に設けられている。
【００１９】
　この吸気マニホールド１０は、図１に示されるように、例えば、樹脂性材料から形成さ
れ、複数の第１～第４分岐管１２ａ～１２ｄと、該第１～第４分岐管１２ａ～１２ｄの一
端部がそれぞれ接続されるサージタンク１４と、前記サージタンク１４の長手方向（矢印
Ａ、Ｂ方向）に沿った一端部に設けられる吸入接続部１６と、前記サージタンク１４を覆
うように装着されるカバー部材１８とを含む。
【００２０】
　第１～第４分岐管１２ａ～１２ｄは、サージタンク１４の長手方向（矢印Ａ、Ｂ方向）
に沿って互いに等間隔離間して並列に配置され、且つ、その一端部から他端部に向かって
湾曲形状で形成される。この第１～第４分岐管１２ａ～１２ｄは、サージタンク１４に接
続される本体部２０と、該本体部２０の側方に開口した開口部を閉塞する分岐管カバー２
２とを含む。そして、第１～第４分岐管１２ａ～１２ｄの一端部が、サージタンク１４に
接続されて連通し、他端部が、図示しない内燃機関のシリンダヘッドに接続されている。
【００２１】
　分岐管カバー２２は、図１、図２及び図４に示されるように、第１～第４分岐管１２ａ
～１２ｄの開口部を閉塞するように複数設けられたカバー部２４と、前記カバー部２４同
士を互いに接続する架橋部２６とからなる。カバー部２４は、本体部２０と同様に互いに
所定間隔離間して並列に設けられ、前記カバー部２４を並列に保持するように架橋部２６
が設けられている。この架橋部２６は、カバー部２４の延在方向に対して直交するように
形成され、所定幅寸法で形成されると共に、前記カバー部２４において本体部２０との接
合部近傍に設けられる。
【００２２】
　また、第１分岐管１２ａに装着されるカバー部２４と第２分岐管１２ｂに装着されるカ
バー部２４とを接続する架橋部２６には、前記第１及び第２分岐管１２ａ、１２ｂの本体
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部２０から離間する方向に向かって膨出した台座部２８が形成され、該台座部２８には、
配管３０を保持可能なホルダ３２が装着される。
【００２３】
　台座部２８は、吸気マニホールド１０が図示しない内燃機関に装着された際、鉛直方向
に延在する取付面３４と、該取付面３４の略中央に開口した矩形状の孔部３６とを備える
。この台座部２８は、図４Ｂに示されるように、カバー部２４において最もサージタンク
１４から離間する方向に突出した頂部３８に対して外側に突出することがない位置に設け
られる。
【００２４】
　ホルダ３２は、図１～図４に示されるように、台座部２８に対して当接するベース部４
０と、該ベース部４０に対して突出して孔部３６に挿入される挿入部４２と、前記挿入部
４２とは反対方向に突出し配管３０を保持する保持部（配管保持部）４４とからなる。ベ
ース部４０は、断面円形状のプレート状に形成され、その一側面中央に断面矩形状の挿入
部４２が設けられる。この挿入部４２の側面には、外方に向かって突出し内方に弾性変形
可能な一対のフック４６を備える。
【００２５】
　保持部４４は、配管３０の断面形状に対応した断面円弧状に形成され、その開口部４８
がベース部４０から離間する方向に開口すると共に、前記開口部４８の開口幅は、配管３
０の直径より狭くなるように形成されている。
【００２６】
　また、保持部４４は、フック４６と同様に、径方向に変形可能な弾性を有しており、前
記開口部４８を通じて配管３０を内部へと挿入する際、前記開口部４８を押し広げながら
挿入する。
【００２７】
　そして、ホルダ３２は、挿入部４２を台座部２８の孔部３６に挿入することによってフ
ック４６が該台座部２８の取付面３４に対して係合され、ベース部４０が台座部２８の前
記取付面３４に当接した状態で保持されると共に、保持部４４は、前記台座部２８から離
間する方向に配置される。この際、保持部４４が、カバー部２４において最もサージタン
ク１４から離間する方向に突出した頂部３８に対して外側に突出することがない。
【００２８】
　このホルダ３２に保持される配管３０は、例えば、カバー部材１８の接続部５０と内燃
機関のシリンダヘッド（図示せず）との間に接続され、該シリンダヘッドの内部に溜まっ
たガスが前記配管３０を通じて第１～第４分岐管１２ａ～１２ｄへと流通し、再び各シリ
ンダ室へと供給され燃焼される。すなわち、配管３０は、その一端部がカバー部材１８の
接続部５０に接続され、他端部がシリンダヘッドに対して接続され、その途中が前記ホル
ダ３２によって保持される。
【００２９】
　この際、配管３０は、その途中経路がホルダ３２によって第１分岐管１２ａと第２分岐
管１２ｂとの間となるように規制され、且つ、前記第１及び第２分岐管１２ａ、１２ｂの
頂部３８に対して外側に突出することがない位置で保持される。そのため、配管３０は、
第１分岐管１２ａと第２分岐管１２ｂとの間の空間５２において、吸気マニホールド１０
の周辺に設けられた他の部材との接触が回避され保護される。
【００３０】
　また、第１分岐管１２ａと第２分岐管１２ｂとの間で、デッドスペースとなっている空
間５２に配管３０を配置することで、吸気マニホールド１０を含む内燃機関の搭載される
車両のエンジンルーム内の空間を有効活用することができる。
【００３１】
　本発明の実施の形態に係る内燃機関用吸気マニホールド１０は、基本的には以上のよう
に構成されるものであり、次にその動作並びに作用効果について説明する。
【００３２】



(5) JP 5797923 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

　先ず、内燃機関における各シリンダ室の吸気作用に伴って吸入接続部１６からサージタ
ンク１４へと空気が流入し、前記サージタンク１４内において第１～第４分岐管１２ａ～
１２ｄへとそれぞれ分配される。そして、第１～第４分岐管１２ａ～１２ｄへと供給され
た空気が、内燃機関のシリンダヘッドを通じて各シリンダ内へと順次供給される。
【００３３】
　また、内燃機関の各シリンダ室からシリンダヘッドへと移動したガスが、配管３０を通
じてカバー部材１８の接続部５０から第１～第４分岐管１２ａ～１２ｄへと供給された後
、各シリンダ室へと再び導入される。
【００３４】
　以上のように、本実施の形態では、複数の第１及び第２分岐管１２ａ、１２ｂの間に設
けられた空間５２を利用して配管３０を配置し、しかも、前記第１～第４分岐管１２ａ～
１２ｄを構成する分岐管カバー２２に対してホルダ３２で固定することが可能となる。そ
のため、配管３０を固定するための固定用ブラケットを別個に設ける必要がなく、内燃機
関を構成する構成部品の点数を削減できると共に、限られたエンジンルーム内の空間を有
効に活用することが可能となる。
【００３５】
　また、第１～第４分岐管１２ａ～１２ｄを構成する分岐管カバー２２に架橋部２６を設
け、該架橋部２６を利用して配管３０を前記第１及び第２分岐管１２ａ、１２ｂの間の空
間５２に配置しているため、前記第１～第４分岐管１２ａ～１２ｄにおける本体部２０の
形状が複雑となることがなく、該本体部２０と一体的に成形されるサージタンク１４等を
含む吸気マニホールド１０の製造を容易に行うことが可能となる。
【００３６】
　さらに、ホルダ３２を、吸気マニホールド１０の架橋部２６に対して着脱自在な別体で
構成することにより、前記架橋部２６を含む分岐管カバー２２の形状を簡素化することが
でき、それに伴って、前記分岐管カバー２２の製造が容易となる。
【００３７】
　さらにまた、ホルダ３２には、弾性を有した保持部４４を備えているため、配管３０を
確実且つ容易に保持することができると共に、その製造も容易であって好適である。
【００３８】
　また、上述した吸気マニホールド１０においては、第１分岐管１２ａと第２分岐管１２
ｂとを接続する架橋部２６にホルダ３２を設けて配管３０を保持可能な構成としているが
、特に、これに限定されるものではなく、複数の架橋部２６のうちのいずれか１つに台座
部２８を形成してホルダ３２を設けるようにすればよく、さらには、複数の架橋部２６に
対してそれぞれホルダ３２を装着可能とし、複数の配管３０をそれぞれの前記ホルダ３２
で保持可能な構成としてもよい。
【００３９】
　なお、上述した吸気マニホールド１０においては、架橋部２６に形成された台座部２８
に対してホルダ３２が着脱自在に設けられる構成について説明したが、これに限定される
ものではなく、例えば、前記架橋部２６に対して配管３０を保持可能な保持部を一体的に
形成するようにしてもよいし、前記架橋部２６ではなくカバー部２４に対して保持部を直
接形成するようにしてもよい。これにより、別部材で設けられたホルダ３２が不要となる
ため、部品点数の削減を図ることができると同時に、前記ホルダ３２を組み付けるための
組付工数が不要となり、吸気マニホールド１０の組付性を向上させることができる。
【００４０】
　また、ホルダ３２は、断面円弧状の保持部４４を有する場合に限定されるものではなく
、例えば、架橋部２６に対して略直交するように立設し、該架橋部２６から離間する方向
に開口した一対の壁部を設け、該壁部の間に配管３０を挿通させることにより、前記配管
３０を第１分岐管１２ａと第２分岐管１２ｂとの間の空間５２に維持するようにしてもよ
い。
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【００４１】
　さらに、配管３０が、第１～第４分岐管１２ａ～１２ｄに対して接続される構成につい
て説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、前記配管３０を吸入接続部１６
やサージタンク１４等と接続するようにしてもよい。
【００４２】
　なお、本発明に係る内燃機関用吸気マニホールドは、上述の実施の形態に限らず、本発
明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。
【符号の説明】
【００４３】
１０…内燃機関用吸気マニホールド　　１２ａ…第１分岐管
１２ｂ…第２分岐管　　　　　　　　　１２ｃ…第３分岐管
１２ｄ…第４分岐管　　　　　　　　　１４…サージタンク
１８…カバー部材　　　　　　　　　　２０…本体部
２２…分岐管カバー　　　　　　　　　２４…カバー部
２６…架橋部　　　　　　　　　　　　２８…台座部
３０…配管　　　　　　　　　　　　　３２…ホルダ
３４…取付面　　　　　　　　　　　　３６…孔部
４２…挿入部　　　　　　　　　　　　４４…保持部
５０…接続部　　　　　　　　　　　　５２…空間

【図１】 【図２】
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